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(57)【要約】
【課題】セキュリティを確保しつつ、保守作業及び現金
処理装置の運用停止時間が長くなることを避けることが
可能な現金処理装置を提供する。
【解決手段】現金処理装置の操作者を認証する認証部と
、前記現金処理装置に投入された現金を計数する計数部
と、前記計数部による計数結果を取得し、前記現金処理
装置が所定の状態となったと判断した場合には、前記所
定の状態になる前に取得した前記計数結果を不確定とす
る計数管理部とを備え、前記計数管理部は、前記認証部
による認証が成功した場合には、前記現金処理装置が前
記所定の状態になったと判断した場合であっても、前記
所定の状態になる前に取得した計数結果を維持する、現
金処理装置を提供する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現金処理装置であって、
　前記現金処理装置の操作者を認証する認証部と、
　前記現金処理装置に投入された現金を計数する計数部と、
　前記計数部による計数結果を取得し、前記現金処理装置が所定の状態となったと判断し
た場合には、前記所定の状態になる前に取得した前記計数結果を不確定とする計数管理部
と、
　を備え、
　前記計数管理部は、前記認証部による認証が成功した場合には、前記現金処理装置が前
記所定の状態になったと判断した場合であっても、前記所定の状態になる前に取得した計
数結果を維持する、
　現金処理装置。
【請求項２】
　前記操作者の設定操作を受け付ける設定部をさらに備え、
　前記計数管理部は、
　前記認証部による認証が成功した場合には、前記設定操作を受け付け可能とするように
前記設定部を起動させる、
　請求項１に記載の現金処理装置。
【請求項３】
　前記計数管理部は、前記設定部により所定の操作を受け付けた場合には、前記現金処理
装置が前記所定の状態になったと判断した場合であっても、前記所定の状態になる前に取
得した計数結果を維持する、請求項２に記載の現金処理装置。
【請求項４】
　前記操作者に対して表示を行い、且つ、前記操作者による入力操作を受け付ける操作表
示部をさらに備え、
　前記計数管理部は、前記操作表示部に設定ボタンを表示させることにより、前記設定部
を起動させる、
　請求項２又は３に記載の現金処理装置。
【請求項５】
　前記現金処理装置から引出可能に前記現金処理装置の内部に設けられ、現金を収納する
収納部と、
　前記収納部の引出状態を検知する引出検知部と、
をさらに備え、
　前記計数管理部は、前記認証部による認証が成功した後に、前記計数管理部は、前記引
出検知部により前記収納部が前記現金処理装置から引出されたことを検知した場合には、
前記計数結果を不確定とする、
　請求項１から４のいずれか１項に記載の現金処理装置。
【請求項６】
　前記操作者に係る認証情報を取得する認証情報取得部をさらに備え、
　前記認証部は前記認証情報を用いて認証を行う、
　請求項１から５のいずれか１項に記載の現金処理装置。
【請求項７】
　前記認証情報取得部は、媒体に記録された前記認証情報を取得する媒体情報取得部を含
む、請求項６に記載の現金処理装置。
【請求項８】
　前記認証情報取得部は、前記操作者から入力された前記認証情報を取得する入力情報取
得部を含む、請求項６又は７に記載の現金処理装置。
【請求項９】
　前記認証情報取得部は、前記操作者から前記認証情報として生体情報を取得する生体情
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報取得部を含む、請求項６から８のいずれか１項に記載の現金処理装置。
【請求項１０】
　複数の前記操作者のそれぞれに紐づけられた複数の許可レベルを格納する記憶部をさら
に備え、
　前記認証部は、前記許可レベルを参照して認証を行う、
　請求項６から９のいずれか１項に記載の現金処理装置。
【請求項１１】
　所定の期間において、前記現金処理装置が前記所定の状態になったと判断した場合であ
っても前記所定の状態になる前に取得した計数結果を維持する不確定回避モードに設定さ
れた回数を、所定の回数と比較するモード設定管理部をさらに備え、
　前記計数管理部は、
　前記認証部による認証が成功した場合には、
　前記モード設定管理部による前記比較の結果に基づいて、前記不確定回避モードに設定
する、
　請求項１から１０のいずれか１項に記載の現金処理装置。
【請求項１２】
　所定の期間において、前記操作者によって前記現金処理装置が前記所定の状態になった
と判断した場合であっても前記所定の状態になる前に取得した計数結果を維持する不確定
回避モードに設定された回数を、所定の回数と比較するモード設定管理部をさらに備え、
　前記計数管理部は、
　前記認証部による認証が成功した場合には、
　前記モード設定管理部による前記比較の結果に基づいて、前記不確定回避モードに設定
する、
　請求項１から１０のいずれか１項に記載の現金処理装置。
【請求項１３】
　前記現金処理装置の内部を開放する扉と、
　前記扉の開閉状態を検知する扉検知部と、
　をさらに備え、
　前記計数管理部は、前記扉検知部により前記扉が開放状態になったことを検知した場合
には前記現金処理装置が前記所定の状態となったと判断する、
　請求項１から１２のいずれか１項に記載の現金処理装置。
【請求項１４】
　前記現金処理装置の主電源が遮断されたことを検知する主電源検知部をさらに備え、
　前記計数管理部は、前記主電源検知部により前記主電源が遮断されたことを検知した場
合には前記現金処理装置が前記所定の状態となったと判断する、
　請求項１から１２のいずれか１項に記載の現金処理装置。
【請求項１５】
　前記現金処理装置の内部を開放する扉と、
　前記扉を施錠する施錠部と、
　前記施錠部の状態を検知する施錠検知部と、
をさらに備え、
　前記計数管理部は、前記施錠検知部により前記施錠部が解錠状態にあることを検知した
場合には前記現金処理装置が前記所定の状態となったと判断する、
　請求項１から１２のいずれか１項に記載の現金処理装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、現金処理装置に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　小売店やスーパーマーケットなどの流通施設および商業施設等の店舗のバックヤードに
おいては、売上金等の現金を鑑別、計数し、収納管理する現金処理装置が設置されている
。店舗等の従業員は、この現金処理装置において各種操作を行うことにより、入金、出金
等の取引を行う事ができる。このような現金処理装置の一例は下記特許文献１に開示され
ている。
【０００３】
　上述のような現金処理装置は、現金を鑑別、計数し、金種ごとに収納するだけでなく、
現金を保管する金庫としての機能や、保管する現金の数量（有高）を把握し、管理する管
理機能をも有する。従って、現金処理装置においては、現金処理装置内に収納された現金
を容易に取り出すことができないように強固な扉等を有している。さらに、現金処理装置
においては、収納された現金を厳重に管理するために上記扉の開閉状態を検知する扉検知
部が設けられている。そして、当該扉が開放された場合には、現金処理装置内に保管され
た現金が抜かれたことが想定されるため、当該扉が開けられる前に精査により現金処理装
置内の有高が把握されていた場合であっても、有高を不確定（現金処理装置が保管する現
金の数量が不明である）として管理する。このように現金処理装置１内の有高を正確に把
握し、管理することにより、現金処理装置のセキュリティを確保している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－２４８５７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上述の現金処理装置においては、消耗品の交換、内部の清掃等、保守員によ
って定期的な保守作業を行うことが求められる。そこで、保守員が保守作業を行うために
上記扉を開けた場合には、保守員が現金に触る恐れのある作業を行うことがなくても、有
高は不確定として管理されることとなり、現金処理装置を再運用する前には有高を把握す
るために精査を行うことが求められる。そして、精査のためには、現金処理装置内の現金
を取り出し、現金処理装置へ現金を再投入することとなることから、作業時間が長くなり
、さらには現金処理装置の運用停止時間も長くなることから、保守員、及び当該現金処理
装置が設置された店舗の従業員の作業効率向上の妨げとなっていた。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、セキュリティを確保しつつ、保守作業及び現金処理装置の運用停止時間が長くなるこ
とを避けることが可能な、新規かつ改良された現金処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、現金処理装置であって、前記
現金処理装置の操作者を認証する認証部と、前記現金処理装置に投入された現金を計数す
る計数部と、前記計数部による計数結果を取得し、前記現金処理装置が所定の状態となっ
たと判断した場合には、前記所定の状態になる前に取得した前記計数結果を不確定とする
計数管理部と、を備え、前記計数管理部は、前記認証部による認証が成功した場合には、
前記現金処理装置が前記所定の状態になったと判断した場合であっても、前記所定の状態
になる前に取得した計数結果を維持する、現金処理装置が提供される。
【０００８】
　前記現金処理装置は、前記操作者の設定操作を受け付ける設定部をさらに備え、前記計
数管理部は、前記認証部による認証が成功した場合には、前記設定操作を受け付け可能と
するように前記設定部を起動させてもよい。
【０００９】
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　前記計数管理部は、前記設定部により所定の操作を受け付けた場合には、前記現金処理
装置が前記所定の状態になったと判断した場合であっても、前記所定の状態になる前に取
得した計数結果を維持してもよい。
【００１０】
　前記現金処理装置は、前記操作者に対して表示を行い、且つ、前記操作者による入力操
作を受け付ける操作表示部をさらに備え、前記計数管理部は、前記操作表示部に設定ボタ
ンを表示させることにより、前記設定部を起動させてもよい。
【００１１】
　前記現金処理装置は、前記現金処理装置から引出可能に前記現金処理装置の内部に設け
られ、現金を収納する収納部と、前記収納部の引出状態を検知する引出検知部と、をさら
に備え、前記計数管理部は、前記認証部による認証が成功した後に、前記計数管理部は、
前記引出検知部により前記収納部が前記現金処理装置から引出されたことを検知した場合
には、前記計数結果を不確定としてもよい。
【００１２】
　前記現金処理装置は、前記操作者に係る認証情報を取得する認証情報取得部をさらに備
え、前記認証部は前記認証情報を用いて認証を行ってもよい。
【００１３】
　前記認証情報取得部は、媒体に記録された前記認証情報を取得する媒体情報取得部を含
んでもよい。
【００１４】
　前記認証情報取得部は、前記操作者から入力された前記認証情報を取得する入力情報取
得部を含んでもよい。
【００１５】
　前記認証情報取得部は、前記操作者から前記認証情報として生体情報を取得する生体情
報取得部を含んでもよい。
【００１６】
　前記現金処理装置は、複数の前記操作者のそれぞれに紐づけられた複数の許可レベルを
格納する記憶部をさらに備え、前記認証部は、前記許可レベルを参照して認証を行っても
よい。
【００１７】
　前記現金処理装置は、所定の期間において、前記現金処理装置が前記所定の状態になっ
たと判断した場合であっても前記所定の状態になる前に取得した計数結果を維持する不確
定回避モードに設定された回数を、所定の回数と比較するモード設定管理部をさらに備え
、前記計数管理部は、前記認証部による認証が成功した場合には、前記モード設定管理部
による前記比較の結果に基づいて、前記不確定回避モードに設定してもよい。
【００１８】
　前記現金処理装置は、所定の期間において、前記操作者によって前記現金処理装置が前
記所定の状態になったと判断した場合であっても前記所定の状態になる前に取得した計数
結果を維持する不確定回避モードに設定された回数を、所定の回数と比較するモード設定
管理部をさらに備え、前記計数管理部は、前記認証部による認証が成功した場合には、前
記モード設定管理部による前記比較の結果に基づいて、前記不確定回避モードに設定して
もよい。
【００１９】
　前記現金処理装置は、前記現金処理装置の内部を開放する扉と、前記扉の開閉状態を検
知する扉検知部と、をさらに備え、前記計数管理部は、前記扉検知部により前記扉が開放
状態になったことを検知した場合には前記現金処理装置が前記所定の状態となったと判断
してもよい。
【００２０】
　前記現金処理装置は、前記現金処理装置の主電源が遮断されたことを検知する主電源検
知部をさらに備え、前記計数管理部は、前記主電源検知部により前記主電源が遮断された
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ことを検知した場合には前記現金処理装置が前記所定の状態となったと判断してもよい。
【００２１】
　前記現金処理装置は、前記現金処理装置の内部を開放する扉と、前記扉を施錠する施錠
部と、前記施錠部の状態を検知する施錠検知部と、をさらに備え、前記計数管理部は、前
記施錠検知部により前記施錠部が解錠状態にあることを検知した場合には前記現金処理装
置が前記所定の状態となったと判断してもよい。
【発明の効果】
【００２２】
　以上説明したように本発明によれば、セキュリティを確保しつつ、保守作業及び現金処
理装置の運用停止時間が長くなることを避けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】第１の実施形態に係る現金処理装置１の構成を示す説明図である。
【図２】第１の実施形態に係る制御部６０の機能構成を説明する説明図である。
【図３】第１の実施形態に係る現金処理装置１の第１の動作を示すフローチャートである
。
【図４】第１の実施形態に係る表示画面８００の一例を示す説明図である。
【図５】第１の実施形態に係る表示画面８０２の一例を示す説明図である。
【図６】第１の実施形態に係る表示画面８０４の一例を示す説明図である。
【図７】第１の実施形態に係る表示画面８０６の一例を示す説明図（その１）である。
【図８】第１の実施形態に係る表示画面８０６の一例を示す説明図（その２）である。
【図９】第１の実施形態に係る表示画面８０６の一例を示す説明図（その３）である。
【図１０】第１の実施形態に係る現金処理装置１の第２の動作を示すフローチャートであ
る。
【図１１】第２の実施形態に係る表示画面８０８の一例を示す説明図である。
【図１２】第２の実施形態に係る現金処理装置１の動作を示すフローチャートである。
【図１３】第２の実施形態に係る表示画面８１０の一例を示す説明図である。
【図１４】第３の実施形態に係る許可レベルを説明するための説明図である。
【図１５】第３の実施形態に係る現金処理装置１の動作を示すフローチャートである。
【図１６】第４の実施形態に係る制御部６０ａの機能構成を説明する説明図である。
【図１７】第４の実施形態に係る現金処理装置１の動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２５】
　さらに、以下の説明においては、金融機関や店舗等のバックヤードにおいて、紙幣、硬
貨を鑑別して、計数し、鑑別結果に基づいて紙幣、硬貨を収納して、管理する現金処理装
置に本発明の実施形態を適用した場合について説明する。なお、以下に説明する実施形態
は、上述のような現金処理装置に適用することに限定されるものではなく、金融機関、店
舗等で顧客が取引を行う際に用いる自動取引装置、釣銭機のような現金処理装置に適用し
てもよい。以下に本発明の実施形態を順次説明する。
【００２６】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．　第１の実施形態
　１．１　現金処理装置１の基本構成
　１．１．１　紙幣ユニット１０の基本構成
　１．１．２　硬貨ユニット２０の基本構成
　１．２　現金処理装置１の基本動作
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　１．３　実施形態を創作するに至った背景
　１．４　制御部６０の機能構成
　１．５　現金処理装置１の動作
　１．５．１　第１の動作
　１．５．２　第２の動作
　１．６　第１の実施形態に係る変形例
　２．　第２の実施形態
　２．１　現金処理装置１の動作
　３．　第３の実施形態
　３．１　現金処理装置１の動作
　３．２　第３の実施形態に係る変形例
　４．　第４の実施形態
　４．１　制御部６０ａの機能構成
　４．２　現金処理装置１の動作
　４．３　第４の実施形態に係る変形例
　５．　補足
【００２７】
　＜＜１．　第１の実施形態＞＞
　＜１．１　現金処理装置１の基本構成＞
　まずは、図１を参照して、現金処理装置１の基本構成について説明する。図１は、本実
施形態による現金処理装置１の構成を示す説明図である。図１に示すように、本実施形態
に係る現金処理装置１は、紙幣ユニット１０と、硬貨ユニット２０と、カードリーダ部（
媒体情報取得部）３０と、操作表示部４０と、操作部５０と、制御部６０と、記憶部７０
とを主に有する。以下に現金処理装置１の各部の基本構成について説明する。なお、図１
においては、現金処理装置１の操作者（例えば、現金処理装置１が設置された店舗等の従
業員、現金処理装置１の保守を行う保守会社から派遣される保守員等）は、現金処理装置
１と向かい合うように現金処理装置１の前方に位置するものとする。
【００２８】
　（紙幣ユニット１０）
　紙幣ユニット１０は、紙幣の入金、出金等を行うためのユニットであり、紙幣の処理に
係る各種機能部を有する。例えば、紙幣ユニット１０は、図１に示すように、現金処理装
置１の右側部分に設けられる。なお、紙幣ユニット１０の各種機能部については後で説明
する。
【００２９】
　（硬貨ユニット２０）
　硬貨ユニット２０は、硬貨の入金、出金を行うためのユニットであり硬貨の処理に係る
各種機能部を有する。例えば、硬貨ユニット２０は、図１に示すように、現金処理装置１
の左側部分に設けられる。なお、硬貨ユニット２０の各種機能部については後で説明する
。
【００３０】
　（カードリーダ部３０）
　カードリーダ部３０は、カード読取り機能を有する装置であり、例えば、図１に示すよ
うに、現金処理装置１の上側部分に設けられる。カードリーダ部３０は、現金処理装置１
の操作者により、カード挿入排出口（図示省略）へ挿入されたＩＤ（ｉｄｅｎｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ）カード、保守カード等のカード状媒体から、カード状媒体の有する磁気スト
ライプ及びＩＣ(Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ)チップに記録された媒体情報を
読取ることができる。ＩＤカード、保守カード等に書き込まれる情報としては、例えば、
従業員、保守員等を識別するための認証情報や、現金処理装置１の保守作業の際に現金処
理装置１において保守に係る処理の実施を許可するための認証情報が挙げられる。なお、
ＩＤカードは、店舗等の従業員が携帯することができ、また、保守カードは、店舗等で管
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理、保管したり、保守員が携帯することができる。
【００３１】
　例えば、このカードリーダ部３０から読み取られた認証情報が事前に現金処理装置１に
格納されている認証情報と一致する場合、現金処理装置１において所定の処理の実施が許
可されたりする。さらに、カードリーダ部３０は、上記媒体情報を読み取った後に上記カ
ード挿入排出口からカード状媒体を排出する。なお、現金処理装置１は、認証情報取得部
としてのカードリーダ部３０に加えて、あるいはカードリーダ部３０に代えて、指紋認識
を行う指紋認識部等のような操作者から認証情報として生体情報を取得する生体情報取得
部を有してもよい。さらに、カードリーダ部３０は、カード状媒体から非接触方式で媒体
情報を読み取ることができるように構成されていてもよい。
【００３２】
　（操作表示部４０）
　操作表示部４０は、例えば、図１に示すように現金処理装置１の上側部分に設けられ、
操作者に対して操作画面や取引（処理）内容を表示する表示機能と、操作者の入力操作を
検知する（受け付ける）操作検知機能とを有する。表示機能は、例えば、ＣＲＴ（Ｃａｔ
ｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）ディスプレイ装置、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）装置、Ｏ
ＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）装置により実現
される。また、操作検知機能は、上記ディスプレイ装置に重ねて設けられた例えばタッチ
パネルにより実現される。なお、図１においては表示機能と検知機能が一体的に構成され
る例（すなわちタッチパネルディスプレイ）を示しているが、表示機能及び操作検知機能
は分離して構成されてもよい。また、操作検知機能は、後述する操作部５０により実現さ
れていてもよい。さらに、操作表示部４０は、操作者からの認証に係る入力操作（例えば
、認証番号、パスワード等の入力）を検知することにより、認証情報を取得する入力情報
取得部としても機能することができる。
【００３３】
　（操作部５０）
　操作部５０は、例えば、図１に示すように現金処理装置１の上側部分に設けられ、各種
ボタン、テンキー等から構成されており、ボタン等に対する操作者による入力操作を検知
する（受け付ける）。なお、操作部５０の機能を上述の操作表示部４０が担うことにより
、操作部５０の設置を省略してもよい。また、操作部５０には、現金処理装置１の主電源
を入力したり、遮断したりするための主電源ボタン（図示省略）が設けられていてもよい
。さらに、操作部５０は、上述の操作表示部４０と同様に、操作者からの認証に係る入力
操作（例えば、認証番号、パスワード等の入力）を検知することにより、認証情報を取得
する入力情報取得部としても機能することができる。
【００３４】
　（制御部６０）
　制御部６０は、例えば、図１に示すように現金処理装置１内に設けられ、ＣＰＵ（Ｃｅ
ｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ
　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）等を中心に構成されて
おり、後述する記憶部７０等に格納されている制御プログラムに基づいて、現金処理装置
１の各部を制御する。例えば、制御部６０は、後述する記憶部７０に格納されている表示
画面を上述の操作表示部４０に表示して各種の取引を遂行する。さらに、本実施形態によ
る制御部６０は、操作者を認証する認証部６０４や、現金処理装置１内の有高を管理する
計数管理部６１２等としても機能する（認証部６０４、計数管理部６１２等の詳細は後述
する）。また、制御部６０は、現金処理装置１で行われた取引等の実施時間を把握し、記
録するために、時計を有していてもよい。なお、制御部６０の各機能ブロックについては
後で詳細を説明する。
【００３５】
　（記憶部７０）
　記憶部７０は、例えば、図１に示すように現金処理装置１内に設けられ、ＨＤＤ（Ｈａ
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ｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）、ＦＬＡＳＨＲＯＭ等により構成される。記憶部７０は、
上述したように現金処理装置１の動作を制御するための制御プログラムや、現金処理装置
１の取引時における入力データ、表示画面等が格納されている。さらに、記憶部７０は、
事前に現金処理装置１に入力された、複数の操作者（もしくは、保守カード等のカード状
媒体）に紐づけられた認証情報（認証番号、パスワード等）を格納してもよい。
【００３６】
　なお、現金処理装置１は、例えば現金処理装置１内に設けられ、例えば通信ネットワー
クを介して外部装置（例えば、上述の保守会社に設けられた管理サーバ等）との間で通信
を行う通信インターフェース（図示省略）をさらに有していてもよい。さらに、現金処理
装置１は、現金処理装置１の主電源が遮断されたことを検知する主電源検知部（図示省略
）をさらに有していてもよい。
【００３７】
　〔１．１．１　紙幣ユニット１０の基本構成〕
　次に、図１を参照して、紙幣ユニット１０の基本構成について説明する。紙幣ユニット
１０は、先に説明したように、紙幣の入金、出金等を行うためのユニットである。紙幣ユ
ニット１０は、図１に示すように、扉１００と、紙幣投入口１０４と、紙幣鑑別部（計数
部）１０６と、紙幣一時保留部１０８と、一万円券リサイクル庫１１０と、五千円券リサ
イクル庫１１２と、千円券リサイクル庫１１４と、紙幣回収庫１１６と、紙幣リジェクト
庫１１８とを主に有する。以下に紙幣ユニット１０の各部の構成について説明する。
【００３８】
　（扉１００）
　扉１００は、紙幣ユニット１０の内部を開放し、閉鎖するための扉である。扉１００に
は、扉１００の開閉状態を検知する扉検知部（図示省略）が設けられている。扉検知部は
、例えば、電気式センサで構成され、扉１００との間の電気の導通を検知することにより
、扉１００の開閉状態を検知する。なお、当該扉検知部は、現金処理装置１の主電源が入
っていない場合であっても、扉１００の開閉状態を検知するように構成されていてもよい
。そして、扉検知部は検知結果を上述の制御部６０に出力する。
【００３９】
　さらに、扉１００には、扉１００を閉鎖状態に固定して施錠する施錠部１０２が設けら
れており、例えば、操作者は、施錠部１０２に対して鍵を差し込み、さらに当該鍵を回す
操作や、所定の回数だけ施錠部１０２に設けられたダイヤル（図示省略）を回す操作等の
所定の操作を行うことにより、扉１００の施錠を行うことができる。また、施錠部１０２
には、施錠部１０２の施錠状態（施錠部１０２が施錠しているか、解錠しているかの状態
）を検知する施錠検知部（図示省略）が設けられていてもよい。なお、施錠検知部は、上
述のように例えば電気式センサで構成してもよく、検知結果を上述の制御部６０に出力す
る。
【００４０】
　（紙幣投入口１０４）
　紙幣投入口１０４は、例えば、図１に示すように現金処理装置１の上側に設けられ、操
作者により現金処理装置１に入金される紙幣が投入される投入口である。また、紙幣投入
口１０４は、紙幣の出金口でもあり、売上入金の取り消しにより返却される紙幣、出金さ
れる紙幣、及び後述する紙幣鑑別部１０６により正常ではないとしてリジェクトされた紙
幣が出金される。
【００４１】
　（紙幣鑑別部１０６）
　紙幣鑑別部１０６は、図１に示すように紙幣ユニット１０内に設けられ、投入された紙
幣が正常な紙幣であるか否かを各種センサによって鑑別し、さらに、鑑別した紙幣を金種
ごとに計数する。より具体的には、紙幣鑑別部１０６には、その内部にＯＣＲ（Ｏｐｔｉ
ｃａｌ　Ｃｈａｒｃｔｅｒ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ）といったイメージセンサや磁気セ
ンサといった真偽センサ等の複数種類のセンサ（図示省略）が組み込まれている。そして
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、紙幣鑑別部１０６は、投入された紙幣に対して、例えば紙幣の真偽、金種（紙幣の種類
）、正券（例えば、汚れが少ない紙幣）であるか損券（例えば、汚れが多い紙幣）である
かといった紙幣の正損状態、鑑別時における紙幣の表裏の向きを１枚ずつ鑑別することが
できる。さらに、紙幣鑑別部１０６は、真券と鑑別された紙幣を計数し、鑑別結果及び計
数結果を上述の制御部６０に出力する。
【００４２】
　(紙幣一時保留部１０８)
　紙幣一時保留部１０８は、入金計数時および売上金回収時に、投入された紙幣に対して
、紙幣鑑別部１０６で真券と鑑別された紙幣を一時的に収納する。また、入金の取消をし
た場合、紙幣投入口１０４に返却する。
【００４３】
　（一万円券リサイクル庫１１０、五千円券リサイクル庫１１２、千円券リサイクル庫１
１４）
　一万円券リサイクル庫１１０、五千円券リサイクル庫１１２、千円券リサイクル庫１１
４は、図１に示すように紙幣ユニット１０内に設けられ、それぞれ一万円券、五千円券、
および千円券の紙幣を収納するリサイクル庫である。具体的には、一万円券リサイクル庫
１１０、五千円券リサイクル庫１１２、千円券リサイクル庫１１４には、バラ状態の各種
紙幣が釣銭準備金として収納される。また、これらリサイクル庫１１０、１１２、１１４
には、売上として入金され、上述の紙幣鑑別部１０６で正常（真券、且つ正券）と鑑別さ
れた各種紙幣が収納される。さらに、釣銭出金時には、これらリサイクル庫１１０、１１
２、１１４から各種紙幣が出金される。なお、本実施形態においては、リサイクル庫は、
扱う紙幣の金種に応じて１つ又は複数で現金処理装置１内に設けられれば良く、図１に示
すように３つであることに限定されるものではない。
【００４４】
　（紙幣回収庫１１６）
　紙幣回収庫１１６は、図１に示すように紙幣ユニット１０内に設けられ、売上金回収の
ための回収庫である。具体的には、紙幣回収庫１１６には、回収時に、上述の一万円券リ
サイクル庫１１０、五千円券リサイクル庫１１２、千円券リサイクル庫１１４から移動し
た紙幣が売上金として収納される。
【００４５】
　（紙幣リジェクト庫１１８）
　紙幣リジェクト庫１１８は、図１に示すように紙幣ユニット１０内に設けられ、上述の
紙幣鑑別部１０６によって正常な紙幣ではないと鑑別された紙幣、すなわちリジェクトさ
れた紙幣が収納される。具体的には、紙幣リジェクト庫１１８には、売上入金時に紙幣一
時保留部１０８から各リサイクル庫１１０、１１２、１１４に紙幣を搬送する過程で紙幣
鑑別部１０６によってリジェクトされた紙幣、各リサイクル庫１１０、１１２、１１４か
ら釣銭出金を行う過程で紙幣鑑別部１０６によってリジェクトされた紙幣、精算集計時に
各リサイクル庫１１０、１１２、１１４から紙幣回収庫１１６に紙幣を搬送する過程で紙
幣鑑別部１０６によってリジェクトされた紙幣等が収納される。
【００４６】
　なお、紙幣を収納する収納部としての、上述の一万円券リサイクル庫１１０と、五千円
券リサイクル庫１１２と、千円券リサイクル庫１１４と、紙幣回収庫１１６と、紙幣リジ
ェクト庫１１８とは、操作者により紙幣ユニット１０から引出すことが可能なように現金
処理装置１の紙幣ユニット１０の内部に引出可能に設けられる。そして、収納部である、
一万円券リサイクル庫１１０と、五千円券リサイクル庫１１２と、千円券リサイクル庫１
１４と、紙幣回収庫１１６と、紙幣リジェクト庫１１８とには、これらが現金処理装置１
の紙幣ユニット１０から引出されたことを検知する引出検知部（図示省略）が設けられて
いてもよい。当該引出検知部は、例えば、電気式センサで構成され、これら収納部の引出
しを検知する。さらに、当該引出検知部は検知結果を上述の制御部６０に出力する。
【００４７】
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　〔１．１．２　硬貨ユニット２０の基本構成〕
　次に、図１を参照して、硬貨ユニット２０の基本構成について説明する。硬貨ユニット
２０は、先に説明したように、硬貨の入金、出金等を行うためのユニットである。硬貨ユ
ニット２０は、図１に示すように、扉２００と、硬貨投入口２０４と、硬貨鑑別部（計数
部）２０６と、硬貨一時保留部２０８と、硬貨返却箱２１０と、出金ホッパ２１２と、硬
貨出金箱２１４と、硬貨一時回収庫２１６と、硬貨回収庫２１８と、硬貨回収返却箱２２
０とを主に有する。以下に、硬貨ユニット２０の各部の構成について説明する。
【００４８】
　（扉２００）
　扉２００は、硬貨ユニット２０の内部を開放し、閉鎖するための扉である。扉２００に
は、紙幣ユニット１０の扉１００と同様に、扉２００の開閉状態を検知する扉検知部（図
示省略）が設けられている。なお、当該扉検知部は、現金処理装置１の主電源が入ってい
ない場合であっても扉２００の開閉状態を検知するように構成されていてもよい。そして
、当該扉検知部は検知結果を上述の制御部６０に出力する。さらに、扉２００には、紙幣
ユニット１０の扉１００と同様に、扉２００を閉鎖状態に固定して施錠する施錠部２０２
が設けられており、操作者は施錠部２０２に対して所定の操作を行うことにより、扉２０
０の施錠を行うことができる。また、施錠部２０２には、上記扉１００と同様に、施錠部
１０２の施錠状態を検知する施錠検知部（図示省略）が設けられていてもよい。
【００４９】
　（硬貨投入口２０４）
　硬貨投入口２０４は、例えば、図１に示すように現金処理装置１の上側に設けられ、操
作者により現金処理装置１に入金される硬貨が投入される投入口である。
【００５０】
　（硬貨鑑別部２０６）
　硬貨鑑別部２０６は、図１に示すように硬貨ユニット２０内に設けられ、投入された硬
貨の真偽、金種等の鑑別を１枚ずつ行う。より具体的には、硬貨鑑別部２０６は、例えば
、硬貨を認識するセンサ（図示省略）を有し、当該センサで検知した硬貨の特徴に基づい
て、硬貨の真偽、金種等を鑑別し、鑑別した硬貨を金種ごとに計数する。
【００５１】
　（硬貨一時保留部２０８）
　硬貨一時保留部２０８は、入金計数時に投入された硬貨に対して硬貨鑑別部２０６で真
貨と鑑別された硬貨を一時的に収納する。また、入金の取消をした場合、硬貨返却箱２１
０に返却する。
【００５２】
　（硬貨返却箱２１０）
　硬貨返却箱２１０は、上述の硬貨鑑別部２０６により正常な硬貨ではないとリジェクト
された硬貨や、売上入金の取り消しがなされた硬貨を返却する。
【００５３】
　（出金ホッパ２１２）
　出金ホッパ２１２は、売上入金によって投入され、上述の硬貨鑑別部２０６により正常
硬貨と鑑別された硬貨を金種別に収納し、釣銭出金時には各種硬貨を出金する。なお、出
金ホッパ２１２は金種毎に複数設けられている。
【００５４】
　（硬貨出金箱２１４）
　硬貨出金箱２１４は、釣銭出金時に硬貨を出金するための硬貨出金口である。
【００５５】
　（硬貨一時回収庫２１６）
　硬貨一時回収庫２１６は、上述の出金ホッパ２１２から後述する硬貨回収庫２１８へ硬
貨を移動する際に一時的に硬貨を収納する。
【００５６】
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　（硬貨回収庫２１８）
　硬貨回収庫２１８は、回収の際に、売上金としての硬貨を回収するために、出金ホッパ
２１２から硬貨一時回収庫２１６で硬貨を受け取り、受け取った硬貨を収納する。
【００５７】
　（硬貨回収返却箱２２０）
　硬貨回収返却箱２２０は、上述の出金ホッパ２１２から硬貨回収庫２１８へ硬貨を移動
する際に移動できなかった硬貨を収納する。
【００５８】
　なお、硬貨を収納する収納部としての出金ホッパ２１２及び硬貨回収庫２１８は、操作
者により硬貨ユニット２０から引出すことが可能なように、現金処理装置１の硬貨ユニッ
ト２０の内部に引出可能に設けられる。そして、収納部である出金ホッパ２１２及び硬貨
回収庫２１８には、これらが現金処理装置１の硬貨ユニット２０から引出されたことを検
知する引出検知部（図示省略）が設けられていてもよい。当該引出検知部は、例えば、電
気式センサで構成され、これら収納部の引出しを検知する。さらに、当該引出検知部は検
知結果を上述の制御部６０に出力する。
【００５９】
　＜１．２　現金処理装置１による取引＞
　以上のような構成を有する現金処理装置１は、「釣銭出金」、「売上入金」、「計数」
、「補充」、「抜き取り」、「精算集計」、「回収」、「精査」の各種取引を行う。例え
ば、現金処理装置１は、操作表示部４０にメニュー画面を表示し、メニュー画面に含まれ
る各種取引の選択ボタンから操作者（ここでは、操作者は店舗等の従業員のことをいう）
によって選択された取引を実行する。以下に現金処理装置１の各種取引について説明する
。
【００６０】
　（釣銭出金）
　釣銭出金は、各リサイクル庫１１０、１１２、１１４及び出金ホッパ２１２から釣銭準
備金を出金するための処理である。例えば、メニュー画面において操作者により「釣銭出
金」ボタンが選択されると、操作表示部４０は、事前に登録された出金量（金種と枚数）
又は金種ごとの出金量を入力可能な出金量入力画面を表示する。そして、現金処理装置１
は、操作者の上記画面に対する操作に従って、釣銭用紙幣と硬貨とを出金する。
【００６１】
　（売上入金）
　売上入金は、レジ等から回収された紙幣及び硬貨を各リサイクル庫１１０、１１２、１
１４及び出金ホッパ２１２に収納するための処理である。例えば、メニュー画面において
操作者により「売上入金」ボタンが選択されると、現金処理装置１は、紙幣投入口１０４
及び硬貨投入口２０４を開放し、紙幣及び硬貨の投入を誘導する入金誘導画面を操作表示
部４０に表示する。その後、現金処理装置１は、紙幣投入口１０４及び硬貨投入口２０４
から投入された紙幣及び硬貨を計数し、紙幣鑑別部１０６により正常と判断された紙幣は
紙幣一時保留部１０８に収納し、硬貨鑑別部２０６により正常と判断された硬貨は硬貨一
時保留部２０８に収納する。また、紙幣鑑別部１０６によりリジェクトされた紙幣は紙幣
投入口１０４から返却され、硬貨鑑別部２０６によりリジェクトされた硬貨は硬貨返却箱
２１０から返却される。さらに、操作表示部４０は計数により得られた入金合計金額を表
示する。そして、操作者により入金合計金額の確認操作が行われると、紙幣一時保留部１
０８から各リサイクル庫１１０、１１２、１１４に紙幣が搬送され、各リサイクル庫１１
０、１１２、１１４が当該紙幣を収納する。同様に、硬貨一時保留部２０８から出金ホッ
パ２１２に硬貨が搬送され、出金ホッパ２１２が当該硬貨を収納する。
【００６２】
　（計数）
　計数は、投入された紙幣及び硬貨の計数を行った後、紙幣及び硬貨を返却する処理であ
る。例えば、メニュー画面において操作者により「計数」ボタンが選択されると、現金処
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理装置１は、紙幣投入口１０４及び硬貨投入口２０４を開放し、紙幣及び硬貨の投入を誘
導する入金誘導画面を操作表示部４０に表示する。その後、現金処理装置１は、上記画面
の誘導に従って紙幣投入口１０４及び硬貨投入口２０４から投入された紙幣および硬貨を
計数し、紙幣鑑別部１０６により正常と判断された紙幣は紙幣一時保留部１０８に収納さ
れ、硬貨鑑別部２０６により正常と判断された硬貨は硬貨一時保留部２０８に収納される
。また、紙幣鑑別部１０６によりリジェクトされた紙幣は紙幣投入口１０４から返却され
、硬貨鑑別部２０６によりリジェクトされた硬貨は硬貨返却箱２１０から返却される。さ
らに、操作表示部４０は計数により得られた入金合計金額を表示する。そして、操作者に
より入金合計金額の確認操作が行われると、紙幣一時保留部１０８の紙幣が紙幣投入口１
０４から返却され、硬貨一時保留部２０８の硬貨が硬貨返却箱２１０から返却される。
【００６３】
　（補充）
　補充は、釣銭用の紙幣及び硬貨を各リサイクル庫１１０、１１２、１１４及び出金ホッ
パ２１２に補充するための処理である。例えば、メニュー画面において操作者により「補
充」ボタンが選択されると、現金処理装置１は、紙幣投入口１０４及び硬貨投入口２０４
を開放し、紙幣及び硬貨の投入を誘導する入金誘導画面を操作表示部４０に表示する。そ
の後、現金処理装置１は、上記画面の誘導に従って紙幣投入口１０４及び硬貨投入口２０
４から投入された紙幣及び硬貨を計数し、紙幣鑑別部１０６により正常と判断された紙幣
は紙幣一時保留部１０８に収納され、硬貨鑑別部２０６により正常と判断された硬貨は硬
貨一時保留部２０８に収納される。また、紙幣鑑別部１０６によりリジェクトされた紙幣
は紙幣投入口１０４から返却され、硬貨鑑別部２０６によりリジェクトされた硬貨は硬貨
返却箱２１０から返却される。さらに、操作表示部４０は計数により得られた入金合計金
額を表示する。そして、操作者により入金合計金額の確認操作が行われると、紙幣一時保
留部１０８及び硬貨一時保留部２０８から各リサイクル庫１１０、１１２、１１４及び出
金ホッパ２１２に収納する。
【００６４】
　（抜き取り）
　抜き取りは、現金精査のために現金処理装置１内の全ての紙幣及び硬貨、若しくは、入
金過多で溢れそうになった各リサイクル庫１１０、１１２、１１４の紙幣や出金ホッパ２
１２の硬貨を、紙幣投入口１０４や硬貨出金箱２１４に出金して抜き取る処理である。
【００６５】
　（精算集計）
　精算集計は、それまでの出金および入金取引を集計し、売上額（入金合計―出金合計）
を算出する処理である。例えば、メニュー画面において操作者により「精算集計」ボタン
が選択されると、現金処理装置１は、売上額と既に各リサイクル庫１１０、１１２、１１
４に収納した紙幣額等との差分を売上移動金額として算出するための制御を行う。
【００６６】
　（回収）
　回収は、操作者による売上金の回収を可能とするための処理である。例えば、メニュー
画面において操作者により「売上回収」ボタンが選択されると、現金処理装置１は、紙幣
を各リサイクル庫１１０、１１２、１１４から紙幣回収庫１１６に移動させ、出金ホッパ
２１２から硬貨を硬貨回収庫２１８に移動させ、紙幣回収庫１１６等の引出しを誘導する
画面を操作表示部４０に表示する。操作者は、上記画面の誘導に従い、扉１００等を開放
し、紙幣回収庫１１６等を引出し、収納された紙幣等を回収する。
【００６７】
　（精査）
　精査は、現金処理装置１内の現金の有高を確認するための処理である。例えば、メニュ
ー画面において操作者により「精査」ボタンが選択されると、現金処理装置１は、各リサ
イクル庫１１０、１１２、１１４からの紙幣の取り出し、及び出金ホッパ２１２からの硬
貨の取り出しを誘導する画面を操作表示部４０に表示する。その後、上記画面の誘導に従
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い操作者によって紙幣及び硬貨の取り出しが行われ、扉１００、２００が閉められると、
操作表示部４０には紙幣及び硬貨の投入を誘導する画面が表示される。そして、現金処理
装置１は、操作者により紙幣投入口１０４及び硬貨投入口２０４から投入された紙幣及び
硬貨を計数する。ここで、紙幣鑑別部１０６により正常と判断された紙幣は紙幣一時保留
部１０８に収納され、硬貨鑑別部２０６により正常と判断された硬貨は硬貨一時保留部２
０８に収納される。また、操作表示部４０は計数により得られた合計金額（有高）を表示
する。さらに、操作者により合計金額の確認操作が行われると、紙幣一時保留部１０８か
ら各リサイクル庫１１０、１１２、１１４に紙幣が搬送され、これら各リサイクル庫１１
０、１１２、１１４が当該紙幣を収納する。同様に、硬貨一時保留部２０８から出金ホッ
パ２１２に硬貨が搬送され、出金ホッパ２１２が当該硬貨を収納する。
【００６８】
　＜１．３　本発明の実施形態を創作するに至った背景＞
　先に説明したように、上述のような現金処理装置１には、扉１００、２００の開閉状態
を検知するように扉検知部（図示省略）が設けられている。そして、扉１００、２００が
開放されたことを検知した場合、すなわち現金処理装置１が開放状態（所定の状態）にあ
ると判断される場合には、扉１００、２００を開けて現金処理装置１内に保管された現金
が抜かれたことが想定される。そこで、現金処理装置１は、当該扉１００、２００が開け
られる前に精査により有高（計数結果）が把握されていた場合であっても、有高は不確定
であるとして管理する。従って、扉１００、２００が開放されたことを検知した場合には
、現金処理装置１の運用を開始する前に、現金処理装置１内の有高を把握するための上述
の精査を行う必要がある。すなわち、現金処理装置１内に収納された現金の全てを数え直
すために、現金を現金処理装置１から取り出し、投入するという作業を行うこととなる。
なお、当該精査に係る作業は数１０分程度の時間を要する。そして、現金処置装置１にお
いては、このように現金処理装置１内の有高を正確に把握し、管理することにより、現金
処理装置１のセキュリティを確保している。
【００６９】
　なお、現金処理装置１は、紙幣詰まり等が検知された場合には、例えば、紙幣づまりの
解消後に、紙幣づまりが生じた箇所に応じて有高を不確定として管理するようにしてもよ
い。もしくは、現金処理装置１は、現金処理装置１の復旧作業を行うための操作ボタン（
図示省略）が操作者により押下げられたことを検知した場合に、有高を不確定として管理
するようにしてもよい。
【００７０】
　ところで、保守員は、現金処理装置１に対して定期的に点検、清掃を行ったり、ローラ
等の消耗品の交換を行ったり、故障（例えば、紙幣づまり等）を解消したりするために、
当該現金処理装置１が設置されている店舗等に保守会社から派遣される。その際、保守員
は保守作業を行うために現金処理装置１の扉１００、２００を開放することがある。従っ
て、扉１００、２００の開放が上述の扉検知部（図示省略）により検知されることから、
保守員が現金処理装置１から現金を抜き取るようなことを行っていない場合（例えば、保
守員が現金を収納するリサイクル庫１１０、１１２、１１４等の収納部に触れることなく
、保守作業を行う場合）であっても、現金処理装置１は有高を不確定として管理する。そ
して、有高が不確定となることから、現金処理装置１の再運用のために精査を行わなくて
はならないこととなる。その結果、作業時間が長くなり、さらには現金処理装置の運用停
止時間も長くなることから、保守員の作業効率の向上を妨げ、加えて店舗等の従業員の作
業効率の向上を妨げていた。
【００７１】
　さらに、保守員は現金処理装置１に対して保守作業を行うことのみが許可されており、
保守員が店舗等の所有物である現金処理装置１内の現金に触れることは原則禁止されてい
る。従って、精査が必要になった場合には、保守員は、店舗等の従業員等の現金処理装置
１内に保管されている現金の取扱に関する権限を有する人物に、現金の取り出し、投入を
行ってもらうように依頼することとなり、精査のために従業員等に迷惑をかけるばかりか
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、現金処理装置１の再運用までに多大な時間がかかることとなる。その結果、やはり現金
処理装置の運用停止時間も長くなることから、店舗等の従業員の作業効率の向上を妨げて
いた。
【００７２】
　そこで、本発明者らは、上記事情を一着眼点にして本発明の実施形態を創作するに至っ
た。すなわち、本発明者らは、現金を保管し、管理する現金処理装置１のセキュリティを
確保しつつ、保守作業及び現金処理装置の運用停止時間が長くなることを避けることが可
能な本発明の実施形態を創作した。詳細には、本実施形態においては、保守員が保守のた
めに扉１００、２００を開放する場合には、有高を不確定とせずに事前に取得した有高を
維持するように管理する設定（不確定回避モード）を予め行うことにより、精査の実施を
避け、ひいては保守作業及び現金処理装置の運用停止時間が長くなることを避けることが
できる。さらに、本実施形態においては、保守員に対して認証を行い、認証が成功した場
合にのみ上記設定を行えるようにすることで、現金処理装置１のセキュリティを確保して
いる。以下、このような本発明の実施形態に係る詳細構成を順次説明する。なお、以下の
説明においては、現金処理装置１を操作する操作者は保守員であるとして説明する。
【００７３】
　＜１．４　制御部６０の機能構成＞
　次に、図２を参照して、本実施形態に係る制御部６０の各機能部について説明する。図
２は、本実施形態に係る制御部６０の機能構成を説明する説明図である。制御部６０は、
先に説明したように、記憶部７０等に格納されている制御プログラムに基づいて現金処理
装置１の各部を制御する。図２に示すように、本実施形態に係る制御部６０は、紙幣ユニ
ット制御部６００と、硬貨ユニット制御部６０２と、認証部６０４と、検知結果取得部６
０６と、表示制御部６０８と、操作検知部６１０と、計数管理部６１２とを主に有する。
以下に制御部６０の各機能部について説明する。
【００７４】
　（紙幣ユニット制御部６００）
　紙幣ユニット制御部６００は、記憶部７０に格納されている制御プログラムに基づいて
紙幣ユニット１０の各部を制御する。
【００７５】
　（硬貨ユニット制御部６０２）
　硬貨ユニット制御部６０２は、記憶部７０に格納されている制御プログラムに基づいて
硬貨ユニット２０の各部を制御する。
【００７６】
　（認証部６０４）
　認証部６０４は、認証情報（認証番号、パスワード等も含む）を用いて現金処理装置１
の操作者の認証を行う。詳細には、認証部６０４は、認証情報取得部の一例である上述の
カードリーダ部３０、操作表示部４０等から認証情報を取得し、取得した認証情報が予め
記憶部７０に格納されている認証情報と一致するか否かの照合を行う。そして、認証部６
０４は、認証結果、すなわち、認証が成功したか否かの結果を制御部６０の他の機能部（
例えば、後述する計数管理部６１２）に出力する。そして、制御部６０の他の機能部は、
認証部６０４における認証の結果に応じて現金処理装置１を制御する。
【００７７】
　（検知結果取得部６０６）
　検知結果取得部６０６は、上述の扉検知部（図示省略）等の検知結果を取得し、所定の
検知結果を取得した場合（例えば、扉検知部により扉１００の開放が検知された場合）に
は、現金処理装置１において所定の処理（例えば、有高を不確定として管理する設定）が
なされるように、当該検知結果を制御部６０の他の機能部（例えば、後述する計数管理部
６１２）に出力する。そして、制御部６０の他の機能部は、検知結果取得部６０６により
取得された検知結果に応じて現金処理装置１を制御する。
【００７８】
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　（表示制御部６０８）
　表示制御部６０８は、記憶部７０に格納されている制御プログラム、表示画面に基づい
て、操作表示部４０における表示を制御する。
【００７９】
　（操作検知部６１０）
　操作検知部６１０は、操作者による操作表示部４０、操作部５０に対する入力操作に起
因する操作情報を取得し、当該操作情報を制御部６０の他の機能部（例えば、後述する計
数管理部６１２）に出力する。そして、制御部６０の他の機能部は、操作検知部６１０に
より取得された操作情報に応じて現金処理装置１を制御する。
【００８０】
　（計数管理部６１２）
　計数管理部６１２は、上述の紙幣鑑別部１０６及び硬貨鑑別部２０６から計数結果を取
得し、現金処理装置１内の現金の有高を管理する。さらに、計数管理部６１２は、現金処
理装置１が上述の開放状態（扉１００等が開放されて、現金処理装置１内に保管された現
金が抜かれたことが想定される状態）になったと判断した場合には、有高を不確定として
管理する。また、計数管理部６１２は、操作者に対する上述の認証部６０４による認証が
成功し、操作者が所定の操作を行い不確定回避モードに現金処理装置１を設定していた場
合には、現金処理装置１が上述の開放状態になったと判断した場合であっても、不確定と
せずに事前に取得した有高を維持する。
【００８１】
　＜１．５　現金処理装置１の動作＞
　続いて、本実施形態に係る現金処理装置１の動作について説明する。以下では、現金処
理装置１の操作者である保守員が当該現金処理装置１の保守を行うために扉１００を開放
した場合での現金処理装置１の動作を説明する。なお、この場合、保守員は、当然、現金
処理装置１から現金を抜き取ることはない。
【００８２】
　詳細には、本実施形態に係る現金処理装置１の動作は、現金処理装置１が不確定回避モ
ードに設定されるまでの第１の動作と、扉１００等の開放が検知された場合に在高を管理
する第２の動作との主に２つの動作に分けることができる。
【００８３】
　〔１．５．１　第１の動作〕
　まず、図３から図９を参照して、本実施形態に係る現金処理装置１の第１の動作を説明
する。図３は、本実施形態に係る現金処理装置１の第１の動作を示すフローチャートであ
る。図４から図６は、それぞれ本実施形態の第１の動作に係る表示画面８００、８０２、
８０４の一例を示す説明図である。さらに、図７から図９は、それぞれ本実施形態の第１
の動作に係る表示画面８０６の表示の遷移を示す説明図である。図３に示すように、本実
施形態に係る現金処理装置１の第１の動作には、ステップＳ１０１からステップＳ１１９
までが含まれる。以下に第１の動作の各ステップを説明する。
【００８４】
　（ステップＳ１０１）
　現金処理装置１は、保守員がカードリーダ部３０に挿入した保守カードから当該保守カ
ードに記録された認証情報を取得する。現金処理装置１は、認証情報を取得した場合には
次のステップＳ１０３へ進み、一方、認証情報を取得できなった場合には当該ステップＳ
１０１を繰り返す。
【００８５】
　（ステップＳ１０３）
　現金処理装置１は、操作表示部４０に保守員が認証番号を入力するための入力画面８０
０を表示する。例えば、図４に示すように、当該入力画面８００は認証番号を入力するた
めの入力欄９００を含み、保守員は操作部５０のテンキー等を用いて入力欄９００に認証
番号を入力することができる。なお、入力画面８００は、図４に示すような形態に限定さ
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れるものではなく、日時等を表示したり、操作ボタン等が含まれていたりしてもよい。次
いでステップＳ１０５へ進む。
【００８６】
　（ステップＳ１０５）
　現金処理装置１は、保守員が操作部５０を用いて入力した認証番号を取得する。現金処
理装置１は、認証番号を取得した場合には次のステップＳ１０７へ進み、一方、認証番号
を取得できなった場合には当該ステップＳ１０５を繰り返す。
【００８７】
　（ステップＳ１０７）
　現金処理装置１は、操作表示部４０に保守員がパスワードを入力するための入力画面８
０２を表示する。例えば、図５に示すように、当該入力画面８０２は、パスワードを入力
するための入力欄９０２を含み、保守員は操作部５０のテンキー等を用いて入力欄９０２
にパスワードを入力することができる。なお、入力画面８０２は、図５に示すような形態
に限定されるものではなく、日時等を表示したり、操作ボタン等が含まれていたりしても
よい。次いでステップＳ１０９へ進む。
【００８８】
　（ステップＳ１０９）
　現金処理装置１は、保守員が入力したパスワードを取得し、ステップＳ１０１で保守カ
ードから取得した認証情報を予め記憶部７０に格納されている認証情報と照合する。そし
て、現金処理装置１は、ステップＳ１０１で取得した認証情報と予め格納されている認証
情報とが一致する場合には、ステップＳ１０５で取得した認証番号を予め記憶部７０に上
記認証情報と紐づけられて格納されている認証番号と照合する。そして、現金処理装置１
は、ステップＳ１０５で取得した認証番号と予め格納されている認証番号とが一致する場
合には、ステップＳ１０７で取得したパスワードを予め記憶部７０に上記認証情報（もし
くは上記認証番号）紐づけられて格納されているパスワードと照合する。そして、現金処
理装置１は、ステップＳ１０７で取得したパスワードと予め格納されているパスワードと
が一致する場合には、保守員に対する認証が成功したものとしてステップＳ１１１へ進む
。このように、３段階の照合を経て認証が成功した保守員のみが現金処理装置１を不確定
回避モードに設定するステップＳ１１１に進むことができることから、現金処理装置１の
セキュリティが確保されることとなる。
【００８９】
　一方、現金処理装置１は、ステップＳ１０１で取得した認証情報、ステップＳ１０５で
取得した認証番号、及びステップＳ１０７で取得したパスワードの少なくともいずれかが
、予め格納されている認証情報、認証番号及びパスワードと一致していない場合には、保
守員に対する認証が成功しなかったものとしてステップＳ１０１へ戻る。
【００９０】
　なお、上述の説明においては、ステップＳ１０９において、認証情報、認証番号及びパ
スワードの照合をまとめて行うものとして説明したが、本実施形態においてはこれに限定
されるものではない。本実施形態においては、例えば、認証情報等を取得する毎に照合を
行い、予め格納されている認証情報等が一致する場合に次のステップへ進むようにしても
よい。
【００９１】
　（ステップＳ１１１）
　現金処理装置１は、操作表示部４０に保守員が現金処理装置１で行う処理メニューを選
択するための保守メニュー画面８０４を表示する。例えば、図６に示すように、保守メニ
ュー画面８０４は、保守のための処理を選択するための「保守設定」ボタン９１０と、現
金処理装置１で生じた障害の履歴情報を表示させる「障害履歴」ボタン９１２とを含む。
保守員は、上記「保守設定」ボタン９１０に対して操作を行うことにより、保守設定を行
うための保守設定メニュー画面８０６（詳細は、後述する）を操作表示部４０に表示させ
ることができる。また、保守員は、上記「障害履歴」ボタン９１２に対して操作を行うこ
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とにより、現金処理装置１で生じた障害の履歴情報を操作表示部４０に表示させることが
できる。なお、保守メニュー画面８０４は、図６に示すような形態に限定されるものでは
なく、日時等を表示したり、他の操作ボタン等が含まれていたりしてもよい。次いでステ
ップＳ１１３へ進む。
【００９２】
　（ステップＳ１１３）
　現金処理装置１は、保守員による上述の「保守設定」ボタン９１０に対する操作を受け
付けた場合にはステップＳ１１５へ進む。一方、現金処理装置１は、保守員による上述の
「保守設定」ボタン９１０に対する操作を受け付けていない場合には、当該ステップＳ１
１３を繰り返す、もしくは、保守員による上述の「障害履歴」ボタン９１２に対する操作
を受け付けた場合には、図３に図示しないステップ（現金処理装置１で生じた障害の履歴
を操作表示部４０に表示するステップ）へ進む。
【００９３】
　（ステップＳ１１５）
　現金処理装置１は、操作表示部４０に保守員が保守メニューを選択するための保守設定
メニュー画面８０６を表示する。例えば、図７に示すように、保守設定メニュー画面８０
６は、現金処理装置１に内蔵する時計の時刻を設定する「日時設定」ボタン９１４と、保
守のための設定を選択するための「保守設定」ボタン９１６と、現金処理装置１を上述の
不確定回避モードに設定するための「不確定回避設定」ボタン９１８とを含む。これら操
作ボタン９１４、９１６、９１８は、これら操作ボタン９１４、９１６、９１８が保守員
からの操作を受け付けることが可能な状態にあることを示すために、保守設定メニュー画
面８０６の背景よりも明るい状態で点滅する。すなわち、上述のステップＳ１０９におい
て保守員の認証が成功した場合には、当該ステップＳ１１５において、有高を不確定にし
ない不確定回避モードに設定するための「不確定回避設定」ボタン９１８は保守員からの
操作を受け付けることが可能な状態で表示される。なお、保守設定メニュー画面８０６は
、図７に示すような形態に限定されるものではなく、日時等を表示したり、画面８０４に
戻るための「戻る」ボタン９２０や他の操作ボタン等が含まれていたりしてもよい。次い
でステップＳ１１７へ進む。
【００９４】
　（ステップＳ１１７）
　現金処理装置１は、保守員による上述の「不確定回避設定」ボタン９１８に対する操作
を受け付けた場合にはステップＳ１１９へ進む。一方、現金処理装置１は、保守員による
「不確定回避設定」ボタン９１８に対する操作を受け付けていない場合には、当該ステッ
プＳ１１７を繰り返す、もしくは、例えば保守員による上述の「日時設定」ボタン９１４
に対する操作を受け付けた場合には、図３に図示しないステップ（日時を設定するための
設定画面を操作表示部４０に表示するステップ）へ進む。
【００９５】
　さらに、現金処理装置１は、保守員による「不確定回避設定」ボタン９１８に対する操
作を受け付けた場合には、保守員が不確定回避モードに設定することを所望していること
を重ねて確認するために、操作表示部４０に、確認ウィンドウ９３０を重畳した保守設定
メニュー画面８０６を表示することが好ましい。例えば、確認ウィンドウ９３０は、図８
に示すように、保守設定メニュー画面８０６に重畳して表示されており、保守員が不確定
回避モードに設定の可否を現金処理装置１に入力するために、承認ボタン（図８では「は
い」ボタン９２２として示される）と不承認ボタン（図８では「キャンセル」ボタン９２
４として示される）とを含む。そして、現金処理装置１は、保守員による上述の承認ボタ
ン９２２に対する操作を受け付けた場合には、ステップＳ１１９へ進み、一方、保守員に
よる上述の不承認ボタン９２４に対する操作を受け付けた場合には、当該ステップＳ１１
７を繰り返す、もしくは、ステップＳ１１５へ戻る。
【００９６】
　（ステップＳ１１９）
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　現金処理装置１は、不確定回避モードに設定される。従って、この後に扉１００、２０
０の開放が扉検知部（図示省略）により検知され、現金処理装置１が開放状態になったと
判断される場合であっても、現金処理装置１は有高を不確定とせずに事前に取得した有高
を維持することとなる。なお、現金処理装置１が不確定回避モードに設定された旨の情報
は上述の記憶部７０に格納される。
【００９７】
　そして、不確定回避モードの設定後には、現金処理装置１は、例えば、図９に示すよう
に、操作表示部４０に保守設定メニュー画面８０６を再び表示する。この際、保守設定メ
ニュー画面８０６に含まれている「不確定回避設定」ボタン９１８は、保守員からの操作
を受け付けることができない状態であり、「不確定回避設定」ボタン９１８が保守員から
の操作を受け付けることができない状態にあることを示すために保守設定メニュー画面８
０６の背景よりも暗い状態で点滅する。従って、保守員が図９に示される「不確定回避設
定」ボタン９１８に対して操作を行ったとしても、当該操作は現金処理装置１に受け付け
られることはなく、次の処理（ステップ）に進むこともない。そして、現金処理装置１は
第１の動作を終了する。
【００９８】
　なお、本実施形態においては、「不確定回避設定」ボタン９１８を保守設定メニュー画
面８０６の背景よりも明るい状態又は暗い状態で点滅させることにより、当該操作ボタン
９１８が操作を受け付けることが可能な状態又はできない状態にあることを示すことに限
定されるものではない。例えば、本実施形態においては、保守設定メニュー画面８０６に
「不確定回避設定」ボタン９１８を表示したり又は表示させなかったりすることにより、
当該操作ボタン９１８の操作の受け付けの可否を示してもよい。また、本実施形態におい
ては、現金処理装置１が不確定回避モードに設定された際には、当該モードに設定された
時刻や設定した保守員に関する情報は、記憶部７０に履歴として格納されることが好まし
い。このようにすることで、現金処理装置１のセキュリティを高めることができる。
【００９９】
　〔１．５．２　第２の動作〕
　次に、図１０及び図１１を参照して、本実施形態に係る現金処理装置１の第２の動作を
説明する。図１０は本実施形態に係る現金処理装置１の第２の動作を示すフローチャート
である。図１１は本実施形態の第２の動作に係る表示画面８０８の一例を示す説明図であ
る。図１０に示すように、本実施形態に係る現金処理装置１の第２の動作には、ステップ
Ｓ２０１からステップＳ２０７までが含まれる。以下に本実施形態に係る第２の動作の各
ステップを説明する。
【０１００】
　（ステップＳ２０１）
　保守員が現金処理装置１の主電源を遮断し、保守作業を行うために施錠部１０２を解錠
し、扉１００を開放する。現金処理装置１は、上述の扉検知部（図示省略）により扉１０
０、２００の少なくともいずれかが開放状態になったことを検知した場合には、現金処理
装置１が開放状態（所定の状態）にあると判断し、ステップＳ２０３へ進む。
【０１０１】
　（ステップＳ２０３）
　現金処理装置１は、記憶部７０に格納されている情報を参照して上述の第１の動作のス
テップＳ１１９（図３参照）において不確定回避モードに設定されているか否かを確認す
る。現金処理装置１は、ステップＳ１１９において不確定回避モードに設定されていた場
合にはステップＳ２０５へ進み、一方、ステップＳ１１９において不確定回避モードに設
定されていない場合にはステップＳ２０７へ進む。
【０１０２】
　（ステップＳ２０５）
　現金処理装置１は、現金処理装置１内の現金の有高を不確定とせずに事前に取得した有
高を維持する。従って、認証が成功した場合には、保守員が、保守作業を終了し、扉１０
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０を閉鎖して施錠部１０２を施錠し、現金処理装置１の主電源を起動させても、有高が不
確定とならないことから、現金処理装置１の再運用のために精査を行うことを避けること
ができる。そして、現金処理装置１は第２の処理を終了する。
【０１０３】
　（ステップＳ２０７）
　現金処理装置１は、現金処理装置１内の現金の有高を不確定とする。従って、有高が不
確定となることから、保守員が、保守作業を終了し、現金処理装置１の主電源を起動させ
た後には、現金処理装置１の再運用のためには精査を行わなくてはならない。このような
場合、現金処理装置１は、保守員に対して有高が不確定であることから精査が必要である
旨を伝えるために、不確定であることを示す画面８０８を操作表示部４０に表示する。例
えば、図１１に示すように、画面８０８は有高が不確定であり精査が必要である旨のメッ
セージを含む。なお、画面８０８は、図１１に示すような形態に限定されるものではなく
、保守員が上記メッセージを確認したことを現金処理装置１に伝達するための「確認」ボ
タン９２６等が含まれていてもよい。そして、現金処理装置１は第２の処理を終了する。
【０１０４】
　以上のように、本実施形態によれば、保守員が、有高を不確定とせずに事前に取得した
有高を維持するように管理する不確定回避モードに予め設定することにより、保守作業の
ために現金処理装置１の扉１００、２００を開放した場合でも有高が不確定にならないこ
とから、有高を確定させるための精査を行う必要がない。従って、本実施形態によれば、
精査を行わないことから、保守作業及び現金処理装置の運用停止時間が長くなることを避
けることができる。さらに、本実施形態によれば、精査を行わないことから、保守員は、
店舗等の従業員等に、精査のために現金の取り出し、投入を行ってもらうように依頼する
こともなく、従業員等に迷惑をかけることもない。加えて、本実施形態によれば、保守員
に対して認証を行い、認証が成功した場合にのみ不確定回避モードの設定を行えるように
することで、現金処理装置１のセキュリティを確保することができる。すなわち、本実施
形態によれば、現金処理装置１のセキュリティを確保しつつ、保守作業及び現金処理装置
の運用停止時間が長くなることを避けることができる。
【０１０５】
　＜１．６　第１の実施形態に係る変形例＞
　（変形例１）
　上述の実施形態においては、扉１００、２００のいずれかが開放された場合には、現金
処理装置１が開放状態（所定の状態）にあると判断するとしていたが、本実施形態におい
てはこのような形態に限定されるものではない。例えば、上述の扉検知部（図示省略）が
、現金処理装置１の主電源が遮断された際に扉１００、２００の開閉状態を検知すること
ができない構成であった場合には、現金処理装置１の主電源が遮断されたことを主電源検
知部（図示省略）により検知されたことにより、現金処理装置１が開放状態（所定の状態
）にあると判断してもよい。また、上述と同様に、扉１００、２００に設けられた施錠部
１０２、２０２の施錠状態を検知する施錠検知部（図示省略）により、上記施錠部１０２
、２０２の少なくともいずれかが解錠状態になったことが検知された場合には、現金処理
装置１が開放状態にあると判断してもよい。さらに、扉１００、２００のいずれかが開放
されたことを検知する代わりに、現金を収納する収納部である一万円券リサイクル庫１１
０や出金ホッパ２１２等が現金処理装置１から引出されたことを上述の引出検知部（図示
省略）により検知した場合には、現金処理装置１が開放状態にあると判断してもよい。
【０１０６】
　（変形例２）
　また、上述の実施形態においては、保守員に対する認証が成功した場合には、保守設定
メニュー画面８０６に「不確定回避設定」ボタン９１８を当該ボタンに対する操作を受け
付けることが可能な状態で表示するとしていたが、本実施形態においてはこのような形態
に限定されるものではない。例えば、操作部５０に、機械的な不確定回避設定ボタン（設
定部）（図示省略）を設けておき、保守員に対する認証が成功した場合にのみ、上記機械
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的な不確定回避設定ボタンを当該ボタンに対する設定操作を受け付けるように起動させて
もよい。
【０１０７】
　（変形例３）
　また、上述の実施形態においては、保守カードから取得した認証情報、保守員が入力し
た認証番号及びパスワードを用いて３段階の認証を行っていたが、本実施形態においては
、このような認証方法に限定されるものではない。例えば、保守員の指紋情報等の生体情
報を取得し、予め格納されている生体情報と照合し、認証を行ってもよい。また、複数の
保守員で保守作業を行う場合には、保守作業に関わる全て又は一部の保守員について認証
を行ってもよい。
【０１０８】
　また、上述の実施形態においては、認証の際には、現金処理装置１の記憶部７０に予め
格納されている認証情報等を用いて照合を行っていたが、本実施形態においてはこのよう
な形態に限定されるものではない。例えば、現金処理装置１が、遠隔地にある管理サーバ
等との間で通信可能な通信インターフェース（図示省略）を有している場合には、通信を
介して上記管理サーバ等に格納されている認証情報等を用いて照合を行ってもよい。この
場合、店舗等に出向いて現金処理装置１に認証情報等を入力する必要もなく、さらには、
認証情報等を一括管理することが容易であることから、誤った認証情報等や最新ではない
認証情報等を用いて認証を行うことを避けることができる。
【０１０９】
　＜＜２．　第２の実施形態＞＞
　上述の第１の実施形態においては、例えば、現金を収納している収納部（一万円券リサ
イクル庫１１０や出金ホッパ２１２等）を現金処理装置１から引出すことのない保守作業
が見込まれる場合等には、保守員は、保守作業のために扉１００等を開放する前に現金処
理装置１を不確定回避モードに設定し、精査を行うことを避けることができる。しかしな
がら、当初は上記収納部を引出すことがないと見込まれていた場合であっても、保守作業
を行っている間に、保守員が、保守作業の必要に応じて上記収納部を引出すこともある。
このような場合、現金を抜き取られることが想定されるため、現金処理装置１が精査を行
う必要のない不確定回避モードに設定されていることは、現金処理装置１のセキュリティ
上好ましいものではない。そこで、本実施形態においては、不確定回避モードに予め設定
されている場合であっても、現金を収納している収納部が引出されたことを検知した場合
には、通常通り、有高を不確定にし、精査が必要な状態にする。このようにすることで、
本実施形態によれば、現金処理装置１のセキュリティを確保することができる。以下にこ
のような本実施形態の詳細を説明する。
【０１１０】
　なお、本実施形態に係る現金処理装置１、紙幣ユニット１０、硬貨ユニット２０及び制
御部６０の構成は、第１の実施形態に係る現金処理装置１、紙幣ユニット１０、硬貨ユニ
ット２０及び制御部６０と共通する。従って、ここでは、本実施形態に係る現金処理装置
１、紙幣ユニット１０、硬貨ユニット２０及び制御部６０の構成についての説明を省略す
る。
【０１１１】
　＜２．１　現金処理装置１の動作＞
　以下に、図１２及び図１３を参照して、本実施形態に係る現金処理装置１の動作につい
て説明する。図１２は本実施形態に係る現金処理装置１の動作を示すフローチャートであ
り、図１３は本実施形態の第２の動作に係る表示画面８１０の一例を示す説明図である。
図１２に示すように、本実施形態は第１の実施形態の第２の動作を変形したものであり、
本実施形態に係る現金処理装置１の動作には、ステップＳ３０１からステップＳ３０９ま
でが含まれる。以下に本実施形態の動作の各ステップを説明する。
【０１１２】
　（ステップＳ３０１）
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　本実施形態に係るステップＳ３０１は、図１０に示される第１の実施形態に係るステッ
プＳ２０１と同じであるため、ここでは詳細な説明を省略する。
【０１１３】
　（ステップＳ３０３）
　現金処理装置１は、図１０に示される第１の実施形態に係るステップＳ２０３と同様に
、記憶部７０に格納されている情報を参照して、上述の第１の動作のステップＳ１１９（
図３参照）において不確定回避モードに設定されているか否かを確認する。現金処理装置
１は、ステップＳ１１９において不確定回避モードに設定されていた場合にはステップＳ
３０５へ進み、一方、ステップＳ１１９において不確定回避モードに設定されていない場
合にはステップＳ３０９へ進む。
【０１１４】
　（ステップＳ３０５）
　現金処理装置１は、上述の引出検知部（図示省略）により、少なくともいずれかの収納
部（一万円券リサイクル庫１１０や出金ホッパ２１２等）が現金処理装置１から引出され
たことを検知していない場合には、ステップＳ３０７へ進む。一方、現金処理装置１は、
少なくともいずれかの上記収納部が現金処理装置１から引出されたことを検知した場合に
は、ステップＳ３０９へ進む。
【０１１５】
　（ステップＳ３０７）
　本実施形態に係るステップＳ３０７は、図１０に示される第１の実施形態に係るステッ
プＳ２０５と同じであるため、ここでは詳細な説明を省略する。
【０１１６】
　（ステップＳ３０９）
　現金処理装置１は、図１０に示される第１の実施形態に係るステップＳ２０７と同様に
、現金処理装置１内の現金の有高を不確定とする。従って、有高が不確定となることから
、保守員は現金処理装置１の再運用のためには精査を行わなくてはならないこととなる。
すなわち、上述の第１の動作にて不確定回避モードに設定されている場合であっても、現
金を収納している収納部が引出されたことを検知した場合には、現金が抜き取られたこと
が想定されるため有高を不確定にする。このような場合、現金処理装置１は、保守員に対
して有高が不確定となった旨を伝えるために、不確定であることを示す画面８１０を操作
表示部４０に表示する。例えば、図１３に示すように、画面８１０は有高が不確定である
旨のメッセージを含む。なお、画面８１０は、図１３に示すような形態に限定されるもの
ではなく、保守員が上記メッセージを確認したことを現金処理装置１に伝達するための「
確認」ボタン９２８や他の操作ボタン等が含まれていてもよい。そして、現金処理装置１
は第２の処理を終了する。
【０１１７】
　以上のように、本実施形態においては、現金処理装置１が不確定回避モードに設定され
ている場合であっても、現金を収納している収納部が引出されたことを検知した場合には
、現金が抜き取られたことが想定されるため、通常通り、有高を不確定にし、精査が必要
な状態にする。このようにすることで、本実施形態によれば、現金処理装置１のセキュリ
ティを確保することができる。
【０１１８】
　＜＜３．　第３の実施形態＞＞
　上述の第１の実施形態においては、現金処理装置１に事前に登録（格納）された認証情
報に係る保守員であれば不確定回避モードを設定することが可能であるとしていた。しか
しながら、複数の保守員のうち、保守作業のみが許可されている保守員と、保守作業以外
にも様々な作業等の実施も許可されている、高い権限を有する保守員とが存在することが
ある。そこで、以下に説明する第３の実施形態においては、高い権限を有する保守員にの
み不確定回避モードを設定することが可能であるというように、設定可能な保守員を制限
する。このようにすることで、本実施形態においては、現金処理装置１のセキュリティを
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より高めることができる。
【０１１９】
　詳細には、本実施形態においては、複数の保守員に対してそれぞれ許可レベルを予め設
定する。以下に、図１４を参照して当該許可レベルを説明する。図１４は本実施形態に係
る許可レベルを説明するための説明図である。当該許可レベルは、各保守員について許可
されている権限のレベルを段階的に示したものであり、図１４に示されるように、各保守
員に係る認証番号に紐づけられるようにして、数値（図１４に示される例では、１から３
の３段階）によって示されている。より具体的には、図１４に示される例では、数値が小
さいほど高い権限を有する保守員であり、許可レベルが１である保守員には不確定回避モ
ードを設定することが許可されている。一方、数値が大きいほど低い権限を有する保守員
であり、許可レベルが２及び３である保守員には不確定回避モードを設定することが許可
されていない。そして、当該許可レベルは、各保守員に係る認証番号（もしくは、保守カ
ードに係る認証情報）に紐づけられるようにして、記憶部７０に予め格納されている。
【０１２０】
　そして、本実施形態においては、記憶部７０に格納されている許可レベルを参照して、
不確定回避モードを設定することを許可するか否かの判断を行う。詳細には、許可レベル
が所定のレベルであれば、より具体的には、図１４に示す例においては許可レベルを示す
数値が所定の数値以下であれば、当該許可レベルに係る保守員が不確定回避モードを設定
することを許可し、現金処理装置１を不確定回避モードに設定するための「不確定回避設
定」ボタン９１８を、操作を受け付けることが可能な状態にする。このようにすることで
、高い権限を有する保守員に対してのみ不確定回避モードを設定することを許可し、現金
処理装置１のセキュリティをより高めることができる。以下にこのような本実施形態の詳
細を説明する。
【０１２１】
　なお、本実施形態に係る現金処理装置１、紙幣ユニット１０、硬貨ユニット２０及び制
御部６０の構成は、第１の実施形態に係る現金処理装置１、紙幣ユニット１０、硬貨ユニ
ット２０及び制御部６０と共通する。従って、ここでは、本実施形態に係る現金処理装置
１、紙幣ユニット１０、硬貨ユニット２０及び制御部６０の構成についての説明を省略す
る。
【０１２２】
　＜３．１　現金処理装置１の動作＞
　以下に、図１４及び図１５を参照して、本実施形態に係る現金処理装置１の動作につい
て説明する。図１５は本実施形態に係る現金処理装置１の動作を示すフローチャートであ
る。図１５に示すように、本実施形態は第１の実施形態の第１の動作の変形例であり、本
実施形態に係る現金処理装置１の動作には、ステップＳ４０１からステップＳ４２７まで
が含まれる。以下に本実施形態の動作の各ステップを説明する。
【０１２３】
　（ステップＳ４０１からステップＳ４０７まで）
　本実施形態に係るステップＳ４０１からステップＳ４０７までは、図３に示される第１
の実施形態に係る第１の動作のステップＳ１０１からステップＳ１０７までとそれぞれ同
じであるため、ここでは詳細な説明を省略する。
【０１２４】
　（ステップＳ４０９）
　現金処理装置１は、図３に示される第１の実施形態のステップＳ１０９と同様に、予め
格納されている認証情報等を参照して認証を行う。そして、現金処理装置１は、保守員に
対する認証が成功した場合にはステップＳ４１１へ進み、一方、認証が成功しなかった場
合にはステップＳ４０１へ戻る。
【０１２５】
　（ステップＳ４１１）
　現金処理装置１は、ステップＳ４０５で取得した認証番号に基づき、当該認証番号と紐
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づけられて格納されている許可レベルを参照し、ステップＳ４０９で認証が成功した保守
員に係る許可レベルを確認する。より具体的には、現金処理装置１は、上記認証番号と紐
づけられて格納されている許可レベルを示す数値が所定の数値以下である場合には、当該
保守員には不確定回避モードを設定することが許可されているとして、ステップＳ４１３
へ進む。一方、現金処理装置１は、上記認証番号と紐づけられて格納されている許可レベ
ルを示す数値が所定の数値よりも大きい場合には、当該保守員には不確定回避モードを設
定することが許可されていないとして、ステップＳ４２３へ進む。なお、本実施形態にお
いては、許可レベルの参照方法は、上述のような方法に限定されるものではなく、許可レ
ベルの設定形態に従って様々な形態を選択することができる。
【０１２６】
　（ステップＳ４１３からステップＳ４２１まで）
　本実施形態に係るステップＳ４１３からステップＳ４２１までは、図３に示される第１
の実施形態に係るステップＳ１１１からステップＳ１１９までとそれぞれ同じであるため
、ここでは詳細な説明を省略する。
【０１２７】
　（ステップＳ４２３）
　現金処理装置１は、上述のステップＳ４１３と同様に（すなわち、図３に示される第１
の実施形態に係るステップＳ１１１と同様に）、操作表示部４０に保守メニュー画面８０
４を表示する（図６参照）。次いでステップＳ４２５へ進む。
【０１２８】
　（ステップＳ４２５）
　現金処理装置１は、保守員によって保守メニュー画面８０４（図６参照）の「保守設定
」ボタン９１０に対する操作を受け付けた場合には、ステップＳ４２７へ進む。一方、現
金処理装置１は、保守員による「保守設定」ボタン９１０に対する操作を受け付けていな
い場合には、当該ステップＳ４２５を繰り返す、もしくは、保守員によって保守メニュー
画面８０４の「障害履歴」ボタン９１２に対する操作を受け付けた場合には、図１５に図
示しないステップ（現金処理装置１で生じた障害の履歴情報を操作表示部４０に表示する
ステップ）へ進む。
【０１２９】
　（ステップＳ４２７）
　現金処理装置１は、操作表示部４０に保守設定メニュー画面８０６を表示する。例えば
、図９に示すように、保守設定メニュー画面８０６は、「日時設定」ボタン９１４と、「
保守設定」ボタン９１６と、「不確定回避設定」ボタン９１８とを含む。この際に表示さ
れる「不確定回避設定」ボタン９１８は、保守員からの操作を受け付けることができない
状態であり、「不確定回避設定」ボタン９１８が保守員からの操作を受け付けることがで
きない状態にあることを示すために保守設定メニュー画面８０６の背景よりも暗い状態で
点滅する。すなわち、上述のステップＳ４０９において保守員の認証が成功していない場
合には、当該ステップＳ４２７において、有高を不確定にしない不確定回避モードに設定
するための「不確定回避設定」ボタン９１８は、保守員からの操作を受け付けることがで
きない状態で表示される。このように、本実施形態においては、認証が成功した保守員の
み不確定回避モードを設定することができるようにすることで、現金処理装置１のセキュ
リティを確保することができる。そして、現金処理装置１は、保守員による操作に応じて
図１５に図示しないステップに進み、第１の動作を終了する。
【０１３０】
　以上のように、本実施形態によれば、予め設定した許可レベルを参照することにより、
高い権限を有する保守員に対してのみ不確定回避モードを設定することを許可することが
できることから、現金処理装置１のセキュリティをより高めることができる。
【０１３１】
　＜３．２　第３の実施形態に係る変形例＞
　なお、上述の実施形態においては、許可レベルは現金処理装置１の記憶部７０に格納さ
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れているとしたが、本実施形態においてはこのような形態に限定されるものではない。例
えば、現金処理装置１が、遠隔地にある管理サーバ等との間で通信可能な通信インターフ
ェース（図示省略）を有している場合には、通信を介して上記管理サーバ等に格納されて
いる許可レベルに係る情報を参照してもよい。この場合、店舗等に出向いて現金処理装置
１に許可レベルを入力する必要もなく、さらには、許可レベルを一括管理することが容易
であることから、誤った許可レベルや最新ではない許可レベルを参照することを避けるこ
とができる。
【０１３２】
　＜＜４．　第４の実施形態＞＞
　上述の第１の実施形態においては、認証が成功した場合には、現金処理装置１を不確定
回避モードに設定ができるものとしていた。しかしながら、特定の現金処理装置１が、例
えば１日といった短い期間においてあまりにも多く不確定回避モードに設定されていた場
合には、当該現金処理装置１において現金が抜き取られる可能性がより高くなっているこ
とが予想される。そこで、本実施形態においては、現金処理装置１のセキュリティを高め
るために、所定の期間において予め定められた回数しか不確定回避モードに設定できない
ように制限する。以下にこのような本実施形態の詳細を説明する。
【０１３３】
　なお、本実施形態に係る現金処理装置１、紙幣ユニット１０、及び硬貨ユニット２０の
構成は、第１の実施形態に係る現金処理装置１、紙幣ユニット１０、及び硬貨ユニット２
０と共通する。従って、ここでは、本実施形態に係る現金処理装置１、紙幣ユニット１０
、及び硬貨ユニット２０の構成についての説明を省略する。
【０１３４】
　＜４．１　制御部６０ａの機能構成＞
　さらに、本実施形態に係る制御部６０ａは、第１の実施形態に係る制御部６０と共通の
機能部を有するが、さらに以下に説明するモード設定管理部６１４を有する。すなわち、
本実施形態に係る制御部６０ａの機能構成を説明する説明図である図１６に示すように、
本実施形態に係る制御部６０ａは、紙幣ユニット制御部６００と、硬貨ユニット制御部６
０２と、認証部６０４と、検知結果取得部６０６と、表示制御部６０８と、操作検知部６
１０と、計数管理部６１２とを主に有する。さらに、制御部６０ａはモード設定管理部６
１４を有する。従って、ここでは、モード設定管理部６１４以外の制御部６０ａの機能部
についての説明を省略し、モード設定管理部６１４のみを説明する。
【０１３５】
　（モード設定管理部６１４）
　モード設定管理部６１４は、事前に定められた期間（例えば、１日、１週間、１か月等
）において、不確定回避モードに設定された回数をカウントする。なお、モード設定管理
部６１４によりカウントされた回数は、上述の記憶部７０に格納される。また、モード設
定管理部６１４は、新たに不確定回避モードに設定する操作を受け付けた場合には、記憶
部７０に格納されたカウント回数と予め設定された所定の回数とを比較する。そして、モ
ード設定管理部６１４は、上記カウント回数が上記所定の回数以下であれば不確定回避モ
ードに設定することを許可し、一方、上記カウント回数が所定の回数よりも大きい場合に
は、不確定回避モードに設定することを許可しないように、制御部６０の他の機能部（例
えば、表示制御部６０８）を制御する。
【０１３６】
　＜４．２　現金処理装置１の動作＞
　以下に、図１７を参照して、本実施形態に係る現金処理装置１の動作について説明する
。図１７は本実施形態に係る現金処理装置１の動作を示すフローチャートである。図１７
に示すように、本実施形態は第１の実施形態の第１の動作を変形したものであり、本実施
形態に係る現金処理装置１の動作には、ステップＳ５０１からステップＳ５２７までが含
まれる。以下に本実施形態の動作の各ステップを説明する。
【０１３７】
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　（ステップＳ５０１からステップＳ５０７まで）
　本実施形態に係るステップＳ５０１からステップＳ５０７までは、図３に示される第１
の実施形態に係る第１の動作のステップＳ１０１からステップＳ１０７までとそれぞれ同
じであるため、ここでは詳細な説明を省略する。
【０１３８】
　（ステップＳ５０９）
　現金処理装置１は、図３に示される第１の実施形態のステップＳ１０９と同様に、予め
格納されている認証情報等を参照して認証を行う。そして、現金処理装置１は、保守員に
対する認証が成功した場合にはステップＳ５１１へ進み、一方、認証が成功しなかった場
合にはステップＳ５０１へ進む。
【０１３９】
　（ステップＳ５１１）
　現金処理装置１は、記憶部７０に格納されたカウント回数と、予め設定された所定の回
数とを比較し、上記カウント回数が上記所定の回数以下であれば、不確定回避モードに設
定することを許可するものとして、ステップＳ５１３へ進む。一方、現金処理装置１は、
上記カウント回数が上記所定の回数よりも大きい場合には、不確定回避モードに設定する
ことを許可しないものとして、ステップＳ５２３へ進む。
【０１４０】
　（ステップＳ５１３からステップＳ５１９まで）
　本実施形態に係るステップＳ５１３からステップＳ５１９までは、図３に示される第１
の実施形態に係るステップＳ１１１からステップＳ１１７までとそれぞれ同じであるため
、ここでは詳細な説明を省略する。
【０１４１】
　（ステップＳ５２１）
　現金処理装置１は、図３に示される第１の実施形態に係るステップＳ１１９と同様に、
不確定回避モードに設定される。なお、この際、現金処理装置１は、不確定回避モードに
設定された回数をカウントする（カウント回数を１回分増やす）。当該ステップＳ５２１
においてカウントされた回数は、先に説明したように記憶部７０に格納される。そして、
現金処理装置１は第１の動作を終了する。
【０１４２】
　（ステップＳ５２３からステップＳ５２７まで）
　本実施形態に係るステップＳ５２３からステップＳ５２７までは、図１５に示される第
３の実施形態に係るステップＳ４２３からステップＳ４２７までとそれぞれ同じであるた
め、ここでは詳細な説明を省略する。
【０１４３】
　以上のように、本実施形態によれば、所定の期間において予め定められた回数しか不確
定回避モードに設定できないように制限することにより、現金処理装置１のセキュリティ
を高めることができる。
【０１４４】
　＜４．３　第４の実施形態に係る変形例＞
　なお、上述の実施形態においては、現金処理装置１ごとに不確定回避モードに設定する
ことができる回数を制限しているが、これに限定されるものではなく、例えば、所定の期
間において、保守員ごとに不確定回避モードに設定することができる回数を制限してもよ
い。この場合、現金処理装置１が、遠隔地にある管理サーバ等と通信可能な通信インター
フェース（図示省略）を有し、保守員が不確定回避モードに設定しようとする際に、上記
通信インターフェースを介して管理サーバに格納されている各保守員が不確定回避モード
に設定した回数を参照する。
【０１４５】
　＜＜５．　補足＞＞
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
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発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【０１４６】
　なお、上述の第１から第４の実施形態に係るフローチャートにおける各ステップは、必
ずしも各フローチャートとして記載された順序に沿って時系列に処理する必要はない。例
えば、現金処理装置１の処理における各ステップは、フローチャートとして記載した順序
と異なる順序で処理されても、並列的に処理されてもよい。
【０１４７】
　また、現金処理装置１に内蔵されるＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭ等のハードウェアに上述
の第１から第４の実施形態に係る動作及びこれら動作の一部を行わせるためのコンピュー
タプログラムを作成することができる。当該コンピュータプログラムは、有線通信や無線
通信により配信されてもよいし、記憶媒体に格納されて頒布されてもよい。
【符号の説明】
【０１４８】
　１　　現金処理装置
　１０　　紙幣ユニット
　２０　　硬貨ユニット
　３０　カードリーダ部
　４０　操作表示部
　５０　操作部
　６０、６０ａ　制御部
　７０　記憶部
　１００、２００　扉
　１０２、２０２　施錠部
　１０４　紙幣投入口
　１０６　紙幣鑑別部
　１０８　紙幣一時保留部
　１１０　一万円券リサイクル庫
　１１２　五千円券リサイクル庫
　１１４　千円券リサイクル庫
　１１６　紙幣回収庫
　１１８　紙幣リジェクト庫
　２０４　硬貨投入口
　２０６　硬貨鑑別部
　２０８　硬貨一時保留部
　２１０　硬貨返却箱
　２１２　出金ホッパ
　２１４　硬貨出金箱
　２１６　硬貨一時回収庫
　２１８　硬貨回収庫
　２２０　硬貨回収返却箱
　６００　紙幣ユニット制御部
　６０２　硬貨ユニット制御部
　６０４　認証部
　６０６　検知結果取得部
　６０８　表示制御部
　６１０　操作検知部
　６１２　計数管理部
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　６１４　モード設定管理部
　８００、８０２、８０４、８０６、８０８、８１０　表示画面
　９００、９０２　入力欄
　９１０、９１２、９１４、９１６、９１８、９２０、９２２、９２４、９２６、９２８
　操作ボタン
　９３０　ウィンドウ
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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